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大江破砕工場は、名古屋市内で発生する不燃ごみ・粗大ごみの処理を一手に引き受け

ている施設である。不燃ごみ・粗大ごみを細かく砕き、金属を回収した後、可燃物・不

燃物に分けることにより、ごみの減量・減容、ひいては埋立量の削減に大きく貢献して

きた。 
 

平成 20年 8月 18日、不幸にも大江破砕工場の破砕設備で火災が発生した。職員に

よる初期消火、その後の消防隊による消火活動も困難を極め、鎮火に約７時間を要した。 

処理ライン2系列のうち比較的損傷が少なかった１系列の復旧も約４週間に及び、そ

の間、不燃ごみ・粗大ごみの処理機能は全面ストップし、多治見市の理解のもと、愛岐

処分場にごみを仮置きすることで急場をしのいだ。その後も約1年に亘り、他都市の施

設に破砕処理を依頼でき、自治体間の連携の必要性が再認識された。 

一方、設備の復旧に要する費用は約３０億円と、火災による被害は甚大であった。 
 

今回の事故を受け、名古屋市は「大江破砕工場火災事故に伴う不燃ごみ処理のあり方

検討委員会」を設置した。当検討委員会は、火災発生のメカニズムと再発防止に向け、

不燃ごみ処理のあり方について、検討を行ってきた。 

今回のような火災事故を防止するためには、市民の分別排出、収集、受け入れ、及び

破砕処理の各段階で対策を講じていく必要があるとの方向で、報告の取りまとめを行っ

た。 
 

しかしながら、他都市の破砕処理施設でも火災事故が多く発生していることから推察

すれば、破砕処理施設はもともと火災の危険性を持った施設であると考えられる。今回

取りまとめた対応策を講じたとしても、火災事故の可能性をゼロにすることはできない。 
 

現場の職員一人ひとりが、危険性を持った施設であることを常に念頭におき、緊張感

をもって日常の運転管理業務を行うとともに、今回の事故の教訓を決して風化させるこ

とのないよう、組織として継続的な改善の取り組みを実践していただきたい。 
 

さらに、他都市の改善事例や最新の技術動向に高くアンテナを張るとともに、本報告

書の内容を広く発信し、課題を共有する他都市での事故防止に少しでも役立つことがで

きれば幸いである。 
 

         大江破砕工場火災事故に伴う不燃ごみ処理のあり方検討委員会 

                           委 員 長  笠 倉 忠 夫 
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第第１１章章    火火災災のの概概要要  
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１ 出火時の対応（火災発生から鎮火までの経過） 

 

経   過 

平成２０年８月１８日(月) 

１３：００ 2号系破砕設備で火災発見、初期消火活動

開始 

１３：１０ 消防隊に出動要請 

１３：１７ 消防隊到着、消防隊消火活動開始 

２０：４０ 鎮火 

 

 ２ 施設の損傷等 

 

出火箇所 ２号系破砕物コンベア１付近（消防局の見解） 

損傷の状況 

【１号系】部分的な損傷 

・２号系の被災した設備が設置された区域を横断している設

備用電力ケーブル、計装ケーブル類の焼損 

・選別機、搬送コンベアの現場操作盤、制御盤の焼損 

・火災報知器等消防用設備の焼損 

【２号系】大規模な損傷 【資料-6参照】 

・破砕機出口から下流にある10基の搬送コンベアの焼損 

・磁選機3基、アルミ選別機2基、回転ふるい1基、振動ふる

い2基の焼損 

・設備用電力ケーブル、計装ケーブル類の焼損 

・各種設備の現場操作盤、制御盤の焼損 

・屋根材等建築物の焼損 

・消防用設備の焼損 

・換気設備等の建築設備の焼損 

復旧の状況 

【１号系】 

・緊急補修工事は9月10日に完了し、翌11日より再稼働 

 ・通常より２時間の延長運転、及び土曜日運転を実施 

【２号系】 

・緊急補修工事を10月15日に着手し、平成21年9月30

日までの工期で施工中 
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 ３ 火災原因 

 

 （１）消防局の見解 

 

＜出火箇所＞ 

 

  出火箇所は、工場棟の破砕ゾーンに設置されている２号系の破砕物コンベ

ア１で、排出コンベアからの破砕ごみ落下地点付近と認める。 

 

＜出火原因＞ 

 

  ① 不燃ごみおよび粗大ごみが、破砕機内でハンマーにより破砕されることに

より、破砕ごみ内の金属が高温になる。 

  ② 高温になった金属が酸素管理された破砕機内の可燃物に接触して燻焼状

態になり、同じく酸素管理された排出コンベア上をそのままの状態で運ば

れる。 

  ③ 高温になった金属および燻焼状態になった可燃物が、通常の酸素濃度に戻

る破砕物コンベア１に運ばれた際、酸素が供給され出火、炎を上げて燃焼

する。 

④ 炎を上げて燃焼し始めた可燃物が、破砕物コンベア２に運ばれ、周囲の可

燃物やコンベアに堆積したほこり等にも着火、その燃焼した可燃物が各コ

ンベアや選別機に運ばれ、徐々に延焼拡大する。 

⑤ 破砕機まわりに取り付けられている摂氏１５０度で感知する熱感知器は、

第１発見者が副プラ可燃コンベアから火が出ているのを見た数分後にはす

でに反応し、自動消火設備が作動している。（破砕機内は、通常摂氏８０度

程度である。） 

 

＜その他の火源＞ 

 

① たばこについて 

     破砕ゾーンは通常無人であり、そこで職員が喫煙することはないことか

ら、たばこによる出火の可能性はない。 
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②  電気について 
  ア  各コンベア及び選別室の電動機のうち、破砕物コンベア１の駆動系電動

機に破損を伴う強い焼きが認められる。しかし、内部の巻線をみると 

被覆が焼きしているのみで短絡痕はなく、巻線からの発熱を示す変色も

認められない。 

  イ  第一発見者が選別室に入り、火災を発見した時、破砕機や各コンベアは

通常どおり運転していた。 

      以上のことから、電気による出火の可能性は極めて低い。 

③  破砕機に投入されるごみについて 

 ア カセットボンベ 

     排出コンベア内のごみの中からカセットガスボンベが発見されており、

破砕により発生した金属火花が破砕機内に充満したＬＰガスに引火する

可能性はあるが、破砕機まわりに設置された可燃性ガス濃度検知装置が作

動していないことから、カセットガスボンベ破裂による出火の可能性は低

い。 

  イ 自動車用バッテリー 

    破砕により希硫酸が漏洩し、それと廃金属とが化学反応を起こすことに

より発熱又は発火し出火する可能性はあるが、実況見分時、焼きした破

砕ごみや破砕直後のごみの中から自動車用バッテリーの部品や破片は全

く発見されなかったことから、自動車用バッテリー破壊による出火の可

能性は低い。 

  ウ リチウム電池 

     リチウム電池は、電解液が強酸化剤と有機物で構成されていることから、

未使用、使用済みのいずれも高い爆発危険性を有している(中クラスの火

薬類並み)。他機関の実験により、鉄の重りを１メートル程度の高さから

落下させただけで爆発が起きるということが認められていることから、

リチウム電池の上に重量のある破砕ごみが落下し出火する可能性はある

が、実況見分時、焼きした破砕ごみや破砕直後のごみの中からリチウム

電池は全く発見されなかったこと、また、破砕機まわりには全く損傷が

及んでいないことから、リチウム電池の爆発による出火の可能性は低い。 

④  その他について 
       出火箇所の状況や焼き状況から、その他検討すべき出火原因は考えられ

ない。 

しょう 
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＜結 論＞ 

   『以上の結果、本火災は、工場棟２号系破砕機での破砕により高温になった    

金属が破砕機内の可燃物に接触して燻焼状態となり、酸素濃度が管理されて

いる排出コンベアから通常の酸素濃度に戻る破砕物コンベア１に運ばれた際、

酸素が供給され出火、その後、周囲のごみやコンベアに堆積したほこり等に

も着火し、その燃焼したごみが各コンベアや選別機に運ばれ延焼拡大したも

のと推定する。』 

 

 

 （２）検討委員会の意見 

 

＜出火箇所＞ 

 

       設備の点検職員が最初に火災を確認した場所は、粒度選別を行う回転ふるい

後段の、副プラ可燃コンベアであったとされている。その直後には上流のアル

ミ選別機付近で火災の拡大が確認されている。 

     点検職員が火災を発見したのは13時頃、１０分も経たないうちに自衛消防

隊による消火が困難と判断し、消防機関に通報している。このことから火勢が

激しかったことは十分に伺える。 

 コンベアの搬送速度は速いもので毎分５０m程であることから、発火しやす

いものがあったとすれば、あっという間に燃え広がることとなる。 

     コンベアなどの搬送速度から延焼経路や延焼速度を検証することは、消防局

の現場検証の結果からも困難とされている。 

     火災に至るまでの経過を考慮すると、何らかの原因で火種が生成され、火災

起因物により延焼することが一般的であるとすれば、被災していない排出コン

ベア以降で酸素濃度が一般の大気濃度に上昇するまでの間のどこかで、出火し

たものであると推定される。 

 

＜発火原因＞ 

 

① 破砕機の機能からして火花が出ることは予想される。しかし、破砕機から排

出されたごみの温度測定の結果では、最高で約 66℃であり、高温の金属など
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については確認できなかった。工場稼働開始後 12 年目にして初めての被災で

あることから容易に確認が出来るものではない。 

② 排出コンベアから次のコンベアに乗り移る辺りまで、ある程度温度が保たれ

ていたものが、火打石となって、周りの非常に燃えやすいごみにより火種が育

てられ、その後、酸素濃度が上がった時点で、非常に燃えやすいものに火がつ

き急速に広がったと考えられる。 

③ 他都市においてこれほどたくさんの同様な事例があるということは、そもそ

も危険性を持った施設であることは間違い無い。何かきっかけがあれば火災に

至る可能性は十分にあり得る。 

④ 過熱された金属など発熱をするものがあれば、破砕物の性格から燻焼（スモ

ーダーリング）という現象が起きることは十分考えられる。ここに酸素が供給

されれば出火する。 

⑤ 身の回りに多く使用されており、不燃ごみとして収集されている使い捨て電

池（一次電池）の中で、破砕処理中にせん断などの作用を受けたときに、発火

する危険性が高いリチウム電池についても、発火原因となり得る可能性がある。

これについては、火災残渣物の中から確認はできていないが、認識を新たにし

て対応することが必要である。 

 

＜延焼原因（火災起因物の特定）＞ 

 

① 火災残渣物とりわけ粉体の残渣物分析の結果からは、常識的な金属しか確認

されていない。火災原因として特定できるほどの粉体の確認はできていない。 

火がついたものはすべて燃えてなくなってしまっている。可燃物が火をもら

って燃えたとすると高熱下で灰化して分析結果には現れない。  

② 火種が育つ時にどのような物質が起因したのか、気体なのか、液体なのか、

固体なのかと考えると、ガスである場合、破砕物コンベア１の辺りまで来た時、

破砕機でスプレー缶などが破砕された後、ガスの状態でそこまで来た時の濃度

が、延焼に寄与するほどの濃度であり続けていることは困難と思われる。 

③ 火災を拡大した原因は液体か固体と思われる。固体は不燃ごみの一部として

豊富に存在するが、今までごみピットでの火災以外で、選別設備や搬送設備で

の火災の経験が無いことから、火災起因物としてはより液体の可能性が疑われ

る。 
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④ 現在の不燃ごみ等の選別は、磁力選別による金属回収以外は、粒度による選

別しかなく素材ごとの選別はできない。その中で、高い発熱量を有する着火し

やすいプラスチック類の占める割合は非常に高く、これらの固体が延焼原因に

なった可能性は十分ある。【資料-7、資料-8参照】 

 

＜延焼対策＞ 

 

① 原因をピンポイントで特定することは困難としても、消防局の見解にもある

ように、破砕物コンベア１から後段の搬送設備に至る部分で発火、延焼したと

言われていることから、それらの部分での監視を充実するなど、この火災事故

を教訓として、必要な対策を立てることが重要である。 

 

  

＜意見のまとめ＞ 

 

他都市での同様な火災事故における報告書には、破砕機内でハンマーやカッタ

バーなどとのせん断作用や、衝撃作用が加わった時に発生した火花が原因による

出火であるとか、名古屋市の消防局からは、破砕によりごみ中の金属が過熱され、

接触したごみとの間の燻焼状態から、酸素濃度が一般大気同様の濃度に上昇する

過程で出火に及んだという見解が示されている。 

他都市においても、選別機や搬送コンベアで、大江破砕工場の火災と同様の火

災が何件か発生している。その殆どは着火源は特定されておらず、大江破砕工場

の火災においても特定は困難である。 

当委員会としては、過熱された金属など何らかの着火源により、発火性・引火

性が高く火災の危険性を有する、例えば固体や液体などのごみに着火し、急速な

延焼をもたらしたものであると考える。 

 

なお、原因をピンポイントで特定することは困難としても、むしろこの火災を

教訓として、今後同様な火災が起こらないようにするための、延焼防止対策を主

な行動目標として位置づけることが最も重要である。 
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第第２２章章    過過去去のの火火災災ととそそのの対対応応  
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１ 過去の火災の状況 

  

（１）名古屋市における火災の状況 

 

ア 処理施設における火災 

大江破砕工場については火災が頻発し、消防車出動を伴う火災は、建設中の試

運転時の火災を含めると、以下の表に示すような状況であった。 

    今回の破砕後の選別設備、搬送設備での火災と、平成18年度の作業中のバグ

フィルターの火災を除くと、全てがごみピットでの火災であった。 

 

年  度 
消防車出動を 

伴う火災件数 
出火箇所 出火原因 

平成 8年度 

（試運転中） 
2 回 ごみピット 搬入ごみ 

平成 9年度    

平成 10年度    

平成 11年度 3回 ごみピット 搬入ごみ 

平成 12年度 2回 ごみピット 搬入ごみ 

平成 13年度 3回 ごみピット 搬入ごみ 

平成 14年度    

平成 15年度    

平成 16年度    

平成 17年度    

平成 18年度 1回 
コンベア用 

バグフィルタ 
作業中の火花 

平成 19年度    

平成 20年度 1回 選 別 室 破砕ごみ 

  （注）上記以外に、自衛消防隊で消火できるようなごみピットでの火災は、1 年間に概ね

10件ほど発生している。 
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イ 収集車両における火災 

市が収集している不燃ごみ収集車両における車両火災を以下に示す。 

 

年 度 車両火災件数 出 火 原 因 

平成 18年度 107回 

平成 19年度 79回 

平成 20年度 70回 

スプレー缶類、使い捨てライター等 

 

（２）他都市における火災の状況 

 

ア 処理施設における火災（粗大ごみ破砕処理施設における爆発・火災事故事例） 

 

他都市における処理施設の爆発・火災事故事例を下表に示す。なお、着色部は大江

破砕工場と同様のコンベア部における火災事例である。 

 

〈平成15年〉      

日 時 場 所 概     要 起因物質 着火源 死傷者 
復旧期間 

費用等 

11月24日 

（9：50） 
茨城県 

市のクリーンセンターの粗

大ごみ処理施設の破砕機内

で爆発があり、処理施設の窓

ガラス約２０枚が割れ、破砕

機のベルトコンベア部分が

破損したほか、破砕機内のご

みが燃えた。 

不明 不明 なし １週間 

10月1日 

（14：50） 
青森県 

市のごみ処理場の破砕施設

で出火、施設のベルトコンベ

ア室の床と天井を焼いた。 

灯油？ 

（石油ストーブ）
不明 なし 不明 
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日 時 場 所 概     要 起因物質 着火源 死傷者 
復旧期間 

費用等 

8月 17日 

（9：00） 
愛知県 

リサイクル会社の不燃ごみ

の選別機から出火、選別機の

内部を焼いた。 

不明 不明 重傷１名 不明 

6月11日 

（13：40） 
群馬県 

市のごみ処理施設の回転式

破砕機内で爆発事故が起き

た。 

ＬＰガスボンベ 不明 なし 
13日 

1830万円

5月16日 東京都 

市の不燃ごみ処理施設にお

いて爆発が発生し、装置が焼

損した。 

ＬＰガスボンベ

スプレー缶など
不明 なし 不明 

1月 30日 

（8：50） 
東京都 

市の中間処理場で爆発し、機

械の一部を破損した。 

ＬＰガス 

（スプレー缶）
不明 なし 不明 

 

〈平成1４年〉 

日 時 場 所 概     要 起因物質 着火源 死傷者 
復旧期間 

費用等 

12月27日 

（13：35） 
滋賀県 

市の産業廃棄物処理公社の

大型ごみを処理する破砕機

内で爆発があった。 

不明 不明 1名負傷 不明 

12月25日 広島県 

不燃物を破砕して再資源化

できる鉄やアルミを選別す

る設備付近で火災が発生し、

ベルトコンベアや選別機の

一部を焼損した。 

スプレー缶か灯

油などから発生

した可燃性ガス

破砕物

の過熱 
なし 

約 5ヶ月 

36000万円
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日 時 場 所 概     要 起因物質 着火源 死傷者 
復旧期間 

費用等 

12月3日 

（11：30） 
群馬県 

市清掃リサイクルセンター

の高速回転式破砕機から出

火し、破砕機とゴム製のベル

トコンベアの一部を焼いた。

スプレー缶か 

ボンベ 
不明 なし 不明 

11月21日

（10：00） 
長崎県 

町のクリーンセンターで、金

属不燃物を裁断中に破砕機

で爆発が発生した。 

不明 不明 なし 不明 

9月 12日 

三重県 

8月8日

と同じ

施設 

市の不燃物リサイクルセン

ターで破砕処理中に爆発が

発生し、破砕機振動コンベア

などの一部が壊れた。 

家庭用プロパン

ガスボンベ 

（２キロ） 

不明 なし 
被害額 

2000万円

8月8日 三重県 

市の不燃物リサイクルセン

ターで破砕処理中に爆発が

発生した。 

大量の 

カセットボンベ
不明 なし 

18日 

4000万円

7月30日 

（19：15） 
山形県 

市リサイクルセンターで破

砕処理設備で火災が発生し

た。火元はコンベア付近と推

定される。 

不明 不明 なし 
6ヶ月 

48000万円

6月18日 

（15：40） 
岐阜県 

市北清掃センターの粗大ご

み処理施設において爆発が

発生し、破砕機の一部、ベル

トコンベアや集じん機が壊

れた。 

 

 

カセットボンベ

の可能性が高い
不明 なし 

約 1ヵ月半

1500万円

-12-



 
 

  

日 時 場 所 概     要 起因物質 着火源 死傷者 
復旧期間 

費用等 

5月 7日 

（15：10） 
東京都 

区清掃工場の不燃ごみ処理

センターの破砕物選別室付

近から出火した。 

不明 不明 

死傷者 

5名 

内 1名 

死亡 

（消防士）

不明 

 

（出典）独立行政法人労働安全衛生総合研究所の特別研究報告NIIS-SRR-NO.29（2004）「粗

大ごみ破砕処理施設における爆発防護に関する現地調査（八島正明）」から抜粋 
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２ 過去の火災への対応 

 

（１）名古屋市における火災への対応 

 

ア 処理施設における火災への対応  

過去に経験した火災はごみピットにおける火災であったことから、これまでご

みピット周りの消火設備の増強を実施してきた。 

     ごみピット内での火災の発生は依然として減少の傾向は示さないが、以下のよ

うな対策の実施により消防隊の出動を伴う火災の発生は抑制されている。 

 

対 策 内 容 

設置時期 

設置設備名称 規  模 数  量 

当初設置 小型放水銃   265  ／分   ３ 基 

平成  9 年度 発 泡 器   180  ／分 １０ 基 

平成 11年度 大型放水銃 1,000  ／分   ２ 基 

平成 12年度 放水ヘッド   410  ／分 １５ 基 

平成 16年度 投入ﾎｯﾊﾟ放水銃   522  ／分   ２ 基 

 （注） 上記以外に、３分割されたごみピットを単独で水没処理ができるように、平成13年

度に改造工事を実施している。 

 

イ 収集車両における火災への対応 

    車両火災が起きた場合、分別の徹底等を求めたチラシを収集地域へ配布してい

る。 

また、定期的に広報誌への掲載や、ラジオ広報をしている他、今回の火災事故

後においては、チラシを作成し町内回覧も行っている。 
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第第３３章章    火火災災にによよるる処処理理のの状状況況  
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１ 処理状況 

 

    （１）火災事故に伴う不燃ごみ処理の状況 

１号系統については、被災後概ね１月後に復旧を完了し再稼働を行った。 

   ２号系統については、被災後概ね15月後に復旧を完了する予定で工事を進めて

いる。 

   その間、名古屋市の処理施設では可能な限りの体制により処理を行い、その上で

処理がしきれない分の不燃ごみの処理を、周辺の自治体の協力を得て実施している。 

     

  ① 被災直後の状況 

 

ア 処分場での仮置き 

      

    被災後しばらくは、大江破砕工場での破砕処理が出来ないことから、本市処分

場がある、岐阜県多治見市の愛岐処分場に一旦仮置きし、大江破砕工場の再稼働

後に改めて工場で処理を行うこととしていた。 

    その仮置き量は、1号系が再稼働を開始するまでの17日間分、およそ6,000

トンである。 

    通常、処分場には焼却灰などの燃えがらを埋め立てており、比重は１～２程度

のものである。しかし、不燃ごみはプラスチック製品や化学繊維なども含まれて

いることから、その比重は灰などの１／４～１／５と非常にかさばるのが特徴で

ある。日々焼却工場から搬入される焼却灰などを埋め立てる作業の傍ら、それら

の不燃ごみを処分場に積み上げておくことも困難を極めることから、専用のコン

パクタで踏みつぶす作業を繰り返し、何とか仮置きをしていた。 

    処分場周辺の道路には、この期間、多くの不燃ごみ収集車が走行することとな

ったが、地元自治体や地元住民の理解を得ることで無事に仮置きすることができ

た。 

      

   イ 周辺自治体の協力 

     

     上記に示した本市処分場での仮置きのみでは対応できないものについては、

周辺自治体における不燃ごみ処理施設を有する自治体に処理を委託していた。 
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自 治 体 名 構 成 市 町 村 
平成 20年度

委託量(㌧) 

北名古屋衛生組合   北名古屋市、豊山町 1,651 

海部地区環境事務組合 

 津島市、愛西市、弥富市 

 七宝町、美和町、大治町 

 蟹江町、飛島村 

940 

尾張東部衛生組合   瀬戸市、尾張旭市、長久手町 1,050 

多 治 見 市  多治見市 1,821 

春 日 井 市  春日井市 1,145 

尾 三 衛 生 組 合   日進市、東郷町、三好町 392 

計  6,999 

（注）平成20年度の不燃ごみ・粗大ごみ収集量 96,991㌧ 

 

 

  

        ＜周辺自治体の状況＞ 

        

 

 

 

海部地区環境事務組合

北名古屋衛生組合 春日井市 

尾三衛生組合 

尾張東部衛生組合 

多治見市 

名古屋市 

Ｎ
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  ② 1 号系復旧後の状況 

 

   ア 大江破砕工場における稼働時間の延長 

 

     1 号系処理設備は被災せずに済んだが、電気計装ケーブルなどの電気設備が

被災したため、可能な限り早急に復旧工事を行い再稼働を開始させた。 

     また、周辺自治体へ処理委託を行ったが、周辺自治体は大江破砕工場で処理

してきた半分に相当するごみを賄うことが出来るほど余裕が無い状況である。 

     1 号系で、出来る限り多くの破砕処理を行うため、大江破砕工場では職員の

勤務体制などを見直すことで稼働時間の延長を図り、従来の処理時間の1.5 倍

の体制で処理を行っていた。 

 

   イ 周辺自治体の協力継続 

 

大江破砕工場でも可能な限りの処理体制で稼働を継続しながら、合わせて周

辺自治体における不燃ごみ処理の委託も継続している。 

今回の火災のみならず、今後の各種の災害を想定した、周辺自治体との相互 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援体制の充実が求められるところである。 
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第第４４章章  大大江江破破砕砕工工場場火火災災事事故故ににおおけけるる  

問問題題点点のの分分析析とと課課題題のの抽抽出出  
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１ 大江破砕工場火災事故における問題点の分析と課題の抽出

 

大江破砕工場の火災事故に伴い、明らかになった点は、 

 

○ ごみピット火災に対する対策は、これまでの経験を踏まえ、適切に行われ

ている。しかし、破砕処理後の選別・搬送ラインの火災について、設計上

必要と思われる対策を行っているものの、今回の事故のように、急速に火

災が延焼する事故に対しては十分でなかったと推察される。 

○ 発火の危険性があるごみに対し、市民への周知・徹底が十分なされておら

ず、依然として破砕処理施設へ持ち込まれている。 

 

今回の火災事故に対する原因は、処理施設の対応のみならず、ごみ処理の流れ全

般に亘っており、その対策として、市民の分別排出という上流から、収集・処理と

いう下流に至るまですべての領域で、火災事故を防ぐ手立てが極めて重要である。

検討委員会でこれまでの議論を踏まえ、大江破砕工場の火災事故に対する問題点

を分析した。 

 

（１） 排出・収集段階においての問題点 

① スプレー缶類については、発火の危険性があるごみとして、市民に別途収

集をPRしている。しかし、依然として半数近くがごみ含まれており、市民

に分別が十分浸透しているか疑問である。 

② 使い捨てライターなど発火の危険性があるごみが、不燃ごみに出されて

おり、収集車両の火災事故をまねいている。 

③ 高い発熱量を有するプラスチック類が不燃ごみとして分別収集され、大

江破砕工場で処理されている。発火した場合、このごみが延焼原因になる可

能性は十分ある。 

 

（２） 受入段階においての問題点 

① 市民が直接搬入する搬入物の確認作業を、大江破砕工場で毎日実施してい

るが、その時にプロパンガスボンベ、発火性の高い有機溶剤など、発火の

危険性のあるごみを、ごみピットに投入される間際に発見・除去する場合

がある。現状では、すべてのごみに対し、受入段階でチェックをすること
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は困難である。 

 

（３）処理段階における問題点 

① 破砕処理後の搬送設備においては、搬送中にごみやほこりがこぼれない

よう、カバーで覆われている上、ラインが複雑に入り組んでいる。そのた

め、監視がしにくく、火災が発生した場合は消火がしにくいという問題を

かかえている。 

搬送設備の中には選別システムの構造上、急傾斜で長いコンベアが設置

されている。火災が発生した場合はカバーのついたコンベアが、煙突のよ

うな役目を果たし、火勢をより強くする可能性が高い。 

これまでのごみピットでの火災に対応した消火設備は充実しているが、

今回のように破砕処理後の選別・搬送ラインの火災では、出火に至る前（燻

焼状態）に早期に発見する検知設備が不足していたことや、温度検知設備、

消火散水設備の設置箇所や数などが十分でなかったことが問題である。 

② ピット火災を想定した消火対策マニュアルは整備されているものの、今

回の事故のように、破砕処理後の選別室内での火災について消火対策マニ

ュアルが、十分整備されていなかった。 

③ 現在は、不燃ごみを処理する施設は大江破砕工場のみであり、今回のよ

うな大規模な火災が発生した場合、復旧までの間、処理ができなくなると

いう問題がある。 

 

ごみ処理の上流から下流にわたり、それぞれの問題点に対する、課題を次のよう

に抽出し整理した。 

なお、抽出した課題に対する対応策は次章以降に具体的に示した。 
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事  項 問 題 点 課題の抽出 

排出段階 

収集段階 

１．発火の危険性のあるスプ

レー缶類について、分別が

徹底されていない。 

２． スプレー缶類以外の発火

の危険性のあるごみが不燃

ごみの中に混入している。 

３．高い発熱量を有するプラス

チック類を不燃ごみとして

いる。 

１．市民啓発の徹底、及び収集

方法の検討 

 

２．ライターなど発火の危険性

があるごみの分別収集の検討 

 

３．高い発熱量を有するごみの

取り扱い 

 

受入段階 

１．発火の危険性があるごみ

が処理施設へ持ち込まれ

ている。 

１．発火の危険性があるごみの

受入施設での抜き取り、及び

持ち帰りの徹底 

１．設備が入り組んでいたり、

ごみを覆うカバーなどが多

く、監視・消火がしにくい。 

２．選別・搬送ラインの消火

対策マニュアルが十分に整

備されていない。 

１．出火事前検知設備の充実や、

出火後の早期消火の強化 

 

２．消火対策マニュアルの充実 

 

 

処理段階 

１．破砕処理施設が一箇所し

かない。 

１．破砕処理施設の分散化 
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第第５５章章    市市民民へへのの周周知知・・啓啓発発  
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１．市民への周知・啓発 

 

（１）火災事故を教訓とする 

 

大江破砕工場は、設備の焼損により約約３３００億億円円に及ぶ復旧費が必要となる甚大な

被害を受けた。鎮火までに要した被害の程度から判断すると、人的被害が発生しな

かったことが何よりも幸いであった。 

    今後、二度と同じような事故を起こさないためにも、ごみを排出する市民に対す

る啓発を、広く、また具体的に分かりやすく、しかも継続して実施することが重要

である。 

 市民への周知・啓発にあたり 

① 大江破砕工場における被災の状況 
②  発火の危険性があるごみが混入すると、火災発生の確率が高いという破砕

処理のもつ特性 

③ 火災事故復旧までの間、復旧の早かった１号系の延長運転の実施、及び周
辺自治体の不燃ごみ処理協力状況 

などについて、適宜市民に周知を行い、排出者である市民一人ひとりが、排出す   

るごみの発火の危険性を認識し、市民の協力を得ていく必要がある。 

 

市 民 へ の 発 信 

 

● これまでの火災事故の状況 

● 火災発生の確率が高いという施設の持つ特性 

● 火災事故に伴う延長運転、及び周辺自治体の協力 

 

 

 

 

● 名古屋市ホームページへの掲載 

● DVD等による可視化 

● 広報誌、広報メディアの活用 
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第第６６章章    不不燃燃ごごみみににおおけけるる危危険険ごごみみ収収集集ののあありり方方  
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１ 不燃ごみの排出状況 

  

（１）スプレー缶類の分別状況 

 

    スプレー缶の中に充填されているガスが、以前はフロンなどの不燃性ガスを使

用していたが、現在は、可燃性の LPガス（LPG）やジメチルエーテル（DME）

である。 

   名古屋市では、車両火災防止のため、スプレー缶やカセット式ガスボンベにつ

いてはスプレー缶類として別途収集を行っている。 

   しかし、回収されるスプレー缶とほぼ同量のスプレー缶が不燃ごみに混じって

いるのが現状である。 

    また、排出の際は、中身を使い切るか、「中身排出機構」により中身を出し切

った後、穴を空けることとしているが、これらの処置をせずに内容物の残留した

ものもかなり見受けられる。 

 

  （２）車両火災等の状況 

 

    名古屋市では、毎年８０件程度の車両火災が起きている。そのほとんどが不燃

ごみを収集するときに発生している。 

出火原因としては、分別されずに出されたスプレー缶類が収集車の中で押しつ

ぶされ、可燃性のガスが噴出したところに、ライターや金属の擦れ合った時に発

生する火花などで出火をするケースが多いと考えられている。 

 

  （３）分別区分の変更（化学繊維、人工皮革、ゴム） 

 

    名古屋市は、第４次一般廃棄物処理基本計画において、今後、不燃ごみの分別

区分の変更を予定していたが、大江破砕工場の火災事故を契機に「化学繊維、人

工皮革、ゴム」を前倒して、不燃ごみから可燃ごみに変更した。 

    これは、大江破砕工場が１系列の延長運転を行っても処理が困難で、他の自治

体に処理を依頼しなければならない状況のため、少しでも不燃ごみを減らす目的

で行った。 

この区分変更により、不燃ごみの中の燃えやすい物の一部が減ることとなった。    
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２ 不燃ごみにおける危険ごみ収集のあり方 

 

（１）危険な廃棄物の収集のあり方 

 

① スプレー缶類だけでなく、使い捨てライターなどの発火の危険性があるごみ

が他にも考えられる。これらのものをできる限り取り除くため、別途収集を検

討するべきである。 

② 現在の「不燃ごみの日に別の袋に入れて出すという方法」は、同様の収集を

している他都市でも車両火災が多い。そこで、市民の分別意識向上と危険物の

排除の徹底を図るため、新たに発火性危険物という分別区分を設定するなどの

検討をするべきである。 

③ 発火の危険性が高いリチウム電池について、別途収集を検討するとともに、

製造・販売事業者による回収を、国や業界に働きかけるべきである。 

④ 収集した危険なごみの処理については、危険の回避のため適正処理を図ると

同時に、金属などの貴重な資源は出来る限り資源化を図るべきである。 

⑤ 不燃ごみに含まれるプラスチック類は、発熱量が高く火災が起こった場合、

延焼の原因となり得る。今後、その取り扱いについて検討すべきである。 

 

（２）不燃ごみ収集時の確認 

 

    不燃ごみの組成分析からの推計や、大江破砕工場での搬入禁止物の確認作業の

状況によれば、不燃ごみの中のスプレー缶類やその他発火の危険性があるごみが

入っていることが確認されている。 

    職員が収集時にスプレー缶類だけでなく、危険性が想定されるものの抜き取り

をさらに徹底する必要がある。 
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（３）処理施設における搬入禁止物の確認、対応 

 

ア 市収集、事業系ごみ収集 

 

     市収集のごみや事業系ごみの中にも、発火の危険性があるごみが潜んでいる

可能性もある。収集段階で確認できるものは、抜き取りを行うことはもちろん

のこと、搬入された後で破砕する前に点検して、危険物を取り除くことや、排

出者への周知徹底を図るべきである。 

 

イ 自己搬入 

 

市民の自己搬入の場合、搬入禁止物など各区の環境事業所での事前チェック   

と工場搬入時のチェックを行っているが、環境事業所ですべてのごみをチェッ

クすることができず、工場で投棄する際に発見されるものもある。このような

ものが工場で発見された場合は、確実に持ち帰らせることを徹底すべきである。 
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第第７７章章    処処理理施施設設、、運運用用のの改改善善  
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１ ハード的改善 

 

（１）従来の設備 

 

設 備 名 称 状     況 

ア． 

温度検知設備 

① 破砕機、選別機、減容機（回収した金属をすり潰

すことで減容する）、及び一部のコンベアに熱電対を

利用した温度センサーを設置 

イ． 

可燃ガス検知設備 

① 破砕機内の可燃性ガス濃度を計測する分析計を

設置 

事 

前 

検 

知 

ウ． 

爆発検知 

① 破砕機内における爆発等の急激な圧力上昇を捉

えるセンサーを設置 

エ． 

消火散水設備 

 

① 熱電対からの信号により消火水を散水する設備
を設置 

消火散水用ノズルからの散水量は、大火を消火

するには十分でなかった。 

事 

後 

対 

策 

オ． 

火災監視設備 

① 選別機や搬送コンベアの要所に監視カメラの設

置 

② 監視カメラは主にごみ詰まりの確認用で設置 

  （監視映像の記録は出来ない） 
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（２）改善後の設備 

 

   火種が出来そうな破砕機出口から、酸素濃度が一般大気濃度に上昇する辺りの搬

送コンベアや選別装置においては、十分なセンシングにより、早期発見、早期消火

をいかに確立できるかが最も重要な課題である。 

   加えて、消防局より防火に関する指導が行われているのでそれらにも適切に対応

する必要がある。当検討委員会はこれらのことを踏まえ下表の改善内容をとりまと

めた。 

   なお、復旧工事で取り組んでいる設備やシステムの改善は概ね妥当なものといえ

る。 

 

設 備 名 称 改 善 の 内 容 

ア． 

温度検知設備 

① 熱電対の設置箇所を増加し、広い範囲で検知でき

るよう改善 

【資料-9参照】 事 

前 

検 
知 

イ． 

CO検知設備 

① 火種が生成した段階で、燻焼状態となることが想

定されることから、CO 濃度の検知を行い、出火の

前兆を捉え、早期消火システムを構築 

【資料-9参照】 

事 

後 

対 

策 

ウ． 

消火散水設備 

① ごみの搬送速度を考慮して広い範囲で消火が可

能なように散水ノズルの配置を考慮 

② 消防機関や過去の実績等から、適切な散水量を確

保 

【資料-10参照】 
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設備・システム名称 改 善 の 内 容 

エ． 

ベルトコンベアの 

難燃化 

① 火災が発生した場合でも、延焼しない難燃性ベル

トへの変更 

オ． 

火災監視設備 

 

監視画像記録装置 

① コンベアや選別設備だけでなく、選別室全体を俯

瞰し、火災発生の状況を確認できるような監視カメ

ラの設置 

② 事後に確認ができる、監視画像を記録する設備の

導入 

③ ごみ投入を行う投入ステージでのカメラ監視に

ついては、搬入者へ発火の危険性があるごみの搬入

に対する抑止力向上に向けた表示 

【資料-11参照】 

事 

後 

対 

策 

カ． 

排煙設備 

① 消防隊の速やかな消火作業を開始するため、排煙

設備を設置し、中央管制室等から遠隔作動 

【資料-12参照】 
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 ２ ソフト的改善 

 

 

（１）マニュアル整備・運用 

 

ア 従来のマニュアル整備・運用 

 

ごみピット火災や、それに対する火災時連絡体制のマニュアルが整備されてお

り、ISO14001の取り組みの中で、PDCAサイクルを構築している。 

 

  イ 改善後のマニュアルの整備・運用 

 

    ハード的改善の設備・システムを効果的に運用していくためには、マニュアル

を新たに作成すると共に、定期的に設備・システムの運用訓練を実施する必要が

ある。 

    なお、マニュアルの運用においては常に最適状態になっているかを訓練等によ

って確認し、従来から実施している ISO14001などの取り組みの中で、以下に

示すPDCAサイクルを実践しながら必要な修正を随時行うことが必要である。 

 

     

       P：大江破砕工場の管理責任者である工場長が所管課と協議の上、方針を決定し 

       D：これを元に火災防止活動、火災の早期発見訓練、早期消火訓練などを実践し 

       C：その手順が適切か、最も効果的なものかを、所管課と合同による定期的な検

討の場で検証し 

       A：適切でなかったり、十分な効果が発揮出来ない場合は随時改善に取り組む 

 

    

    新たに整備するマニュアルの維持・運用に加え、他都市における類似事例の検

証などを含め、常に最新の情報を入手し、最適な状態を維持するべく、工場組織

が一丸となって継続的に取り組みを進める仕組みづくりが必要である。 
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マニュアル名称 内     容 

 

ア． 

各種運用 

 

温度検知 

 火災検知 

消火散水 

火災監視 

監視画像記録 

排煙設備 

従来の火災対応設備に加え、一層の充実を図る温度検

知設備、消火散水設備、火災監視設備、また新たに充実

を図る火災検知設備、排煙設備に対し、各システムが有

機的に結合され、最も効果的に運用を行うための、連携

運用マニュアルや、各システムが常に最良の状態で動作

するための定期点検マニュアルの構築と運用が必要 

（なお、このマニュアルには自衛消防隊における消火

手順も含める。） 

 

イ． 

火災時連絡体制 

火災確認時において、連絡先、連絡内容、連絡を受け

た場合の措置内容、及び消火困難時の消防機関への連絡

体制等の各種連絡体制マニュアルを更に充実させ、安全

確実に情報伝達が可能な体制の構築が必要 

ウ． 

避難誘導 

見学者が多い施設であることから、今回のような火災

のみならず、地震などの災害も考慮して、安全確実な避

難誘導を行うためのマニュアルや、他都市では今回のよ

うな火災時に死傷者を出した事例もあることから、自衛

消防隊や関係職員の避難を確実にするマニュアルを整

備し、死傷者等を絶対に出さないための安全誘導体制の

構築が必要 
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マニュアル名称 内     容 

エ． 

火災対応訓練 

今回の火災を教訓にして作成する各種マニュアルの効

果を定期的に確認するため、訓練を行うことは非常に重

要である。 

訓練を通して安全作業の確認、早期発見・早期消火の

体制確認、連絡体制の確認等を行い、不具合が発見され

た場合のマニュアル改訂等、最適なシステムの維持が必

要 

オ． 

消防隊支援 

  消防局による消火活動を支援し、早期消火を図る上  

で、必要な消防隊向け案内表示板などの設置が必要 

（消防局からの「防火に関する指導」への対応） 

 

 

（２）受入ごみ事前確認 

 

   発火の危険性のあるごみを、市民への周知徹底、収集時の確認により、100%排

除することは困難である。一部の他都市ではそれを前提に受入施設での貯留ピット

投入前に、ごみを展開し監視員などによる搬入物チェックが行われており、効果は

期待できる。 

大江破砕工場の搬入車両の時間的集中状況や、ごみの展開が可能なスペースの有

無を見ると、現時点での対応は困難である。 

従って、「第６章 不燃ごみ処理施設整備の今後のあり方」に記載しているリス

ク分散に対する施設整備のあり方の検討に当っては、搬入ごみを事前に展開し確認

が可能なスペースの確保について考慮する必要がある。 
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（３）日常点検の強化 

 

    選別室での巡回点検は従来から行われているが、運転員の五感を活用した点検

確認は、火災の早期発見、早期対処につなげることができ重要な火災予防策であ

る。 

    日頃、施設を管理する中で、労働安全衛生上のヒヤリハット事例の共有にとど

まらず、火災に係るヒヤリハット事例の共有も重要である。これらの事例検討に

より緊張感を持って日常点検を行うべきである。 

また、設備やシステムと日常巡回点検との連携を充実・強化し、再発防止に向

けた努力が必要である。  

 

（４）他都市における火災事例等収集、及び情報の発信 

 

    本検討委員会での検討作業を進めるに当たり、他都市の状況や様々な設備の技

術情報などを入手した。他都市での新たな事故情報などは大江破砕工場の他、焼

却工場も含めて有用な情報となり得るものである。 

    事故の記憶を風化させること無く、常に新しい情報を入手し、防火意識、火災

対策意識を維持・向上させていくべきである。 

    また、他都市でも同様な破砕施設を有しているところもあり、他都市で類似の

事故が起こらないよう名古屋市が行った対応策について情報発信し、それを共有

化していくことが重要である。 
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第第８８章章    不不燃燃ごごみみ処処理理施施設設整整備備のの今今後後ののあありり方方  
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１ 不燃ごみ処理施設整備のあり方 

 

（１）将来の処理施設整備のあり方 

  

    今回、検討委員会でまとめた対応策をとったとしても、火災の発生する確率を

ゼロにはできない。 

「名古屋市第４次一般廃棄物処理基本計画」に示された発生抑制が今後進み、

処理対象となる不燃ごみが減少したとしても、今回のような選別室で火災が発生

すれば、一定期間は全機能が停止する上、復旧期間中は市独自では全量破砕処理

体制の維持は不可能となる。 

    リスク分散を図るために、将来的には大江破砕工場と並行して処理を行うこと

ができる他工場の整備が必要である。用地の確保や地元の理解、場合によっては

環境アセスメントなどの手続きにかなりの時間を要することとなるほか、相当の

経費が必要となる。コストと地域バランス（収集効率）等を考えながら、以下に

示す対応を図るべきである。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の適正で安定した不燃ごみ処理体制を構築するため、上記の「処理施設整

備のあり方」を基本に、処理施設整備構想の具体化に向けた検討を行っていくべ

きである。 

 

 

処理施設整備のあり方 

 

１．施設の分散化によるリスクの回避  

 

   ２．焼却工場との併設による効率化・コスト低減 

 

   ３．設備の多系列化による安定した不燃ごみ処理 
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資料－１  

大江破砕工場火災事故に伴う不燃ごみ処理のあり方検討委員会設置要綱 

 

 

 （設置） 

第 1 条 大江破砕工場で発生した火災事故を調査検証し、再発防止と今後の不燃ご

み処理の円滑化について検討するため、「大江破砕工場火災事故に伴う不燃ごみ処

理のあり方検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 

 （検討事項） 

第 2条 検討委員会は、以下の事項を検討する。 

(1) 火災発生のメカニズムとその再発防止に向けた、不燃ごみ処理のあり方 

 (2) その他必要な事項 

 

 （組織） 

第 3条 検討委員会は、学識経験者をもって組織する。 

 

 （委員） 

第 4条 委員は、市長が委嘱する。 

 

 （委員の任期） 

第 5条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

 （委員長） 

第 6条 検討委員会に委員の互選による委員長を置く。 

2 委員長は、検討委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理

する。 

 

 （会議） 

第 7条 検討委員会は、委員長が招集する。 

2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

3 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に委員以外の者を出席させ、

発言を求めることができる。 

 

 （謝金等） 

第 8条 委員には、検討委員会出席１回につき１２，３００円の謝金を支給する。 
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資料－１  

 （庶務） 

第 9条 検討委員会の庶務は、環境局施設部工場課において処理する。 

 

 （雑則） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成20年 12月 16日から施行する。 
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資料－２ 

大江破砕工場火災事故に伴う不燃ごみ処理のあり方検討委員会 

委 員 一 覧 表 

 

氏  名 所      属 

笠倉
カサクラ

 忠夫
タダオ

 
元 豊橋技術科学大学  

エコロジー工学系 教授 

後藤
ゴトウ

 尚
ナオ

弘
ヒロ

 
豊橋技術科学大学 

工学部エコロジー工学系 准教授 

成瀬
ナルセ

 一郎
イチロウ

 
名古屋大学大学院工学研究科 

機械理工学専攻 教授 

藤
フジ

澤
サワ

 敏治
トシハル

 
名古屋大学大学院工学研究科 

マテリアル理工学専攻 教授 

松田
マツダ

 智
サトシ

 静岡大学 工学部物質工学科 准教授 

  

敬称略、５０音順に記載 
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資料－３ 

大江破砕工場火災事故に伴う不燃ごみ処理のあり方検討委員会 

 

検  討  経  過 

   

回 数 開催年月日 検  討  内  容 

第 1 回 平成20年12月16日

１．ごみ処理の現状 

２．火災事故の内容 

３．被災現場視察 

第 2 回 平成 21年 1月 28日

１．消防局の火災調査結果 

２．火災残渣の調査結果等 

３．火災メカニズムの検討（その１） 

第 3 回 平成 21年 3月 24日

１．破砕機の構造及びその作用 

２．破砕ごみ温度計測 

３．他都市の火災事故事例 

４．大江破砕工場への搬入不適物搬入状況 

５．破砕物のごみ組成 

６．火災残渣物 

７．火災メカニズムの検討（その２） 

第 4 回 平成 21年 4月 27日
１．危険物の別途収集 

２．火災対策 

第 5 回 平成 21年 5月 29日

１．不燃ごみ収集のあり方 

２．処理施設整備のあり方 

３．検討委員会報告書の作成方針 

第 6 回 平成 21年 6月 22日 １．検討委員会報告書（案）の検討 

第 7 回 平成 21年 7月 17日 １．検討委員会報告書の最終検討 
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資料－４ 

大 江 破 砕 工 場 概 要 

 

区  分 内    容 

処理対象物 不燃ごみ・粗大ごみ等 

場  所 港区本星崎町字南 4047 番地の 13 

敷地面積 約２５，０００㎡ 

工  期 平成５年度～平成８年度 

建設事業費 約２７２億円 

型  式 横型回転式破砕機 

設備規模 ４００ｔ／５ｈ（２００ｔ／５ｈ×２系列） 

設備内容 破砕機、切断機、磁選機、選別機、コンテナ式搬送装置 

集じん装置 ろ過式（脱臭装置付） 
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資料－５ 

大 江 破 砕 工 場 配 置 図 
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資料－７

破砕可燃物のごみ組成分析結果（重量％）

（注）12月のデータは、化学繊維、人工皮革、ゴムを不燃ごみから可燃ごみに
　　分別区分変更したのちのものである。

可燃物
37.35%

焼却不適物
54.42%

不燃物
8.23%

紙類 3.45%

厨芥類　0.02%

草木類
8.18%

繊維類
24.22%

皮革類 1.34%

その他　0.14%

合成樹脂類
54.42%

金属類
6.20%

その他　2.03%

低位発熱量
　　22,090 kJ/kg (5,277 kcal/kg)

可燃物
30.06%

焼却不適物
51.75%

不燃物
18.20%

紙類 4.13%

厨芥類　0.00%

草木類
7.75%

繊維類
16.86%

皮革類 0.97%

その他　0.35%

合成樹脂類
51.75%

金属類
11.75%

その他
6.45%

平成20年
12月

低位発熱量
　　19,500 kJ/kg (4,658 kcal/kg)

平成20年11月

平成20年12月

平成20年
11月
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資料－８

破砕可燃物・破砕不燃物の三成分分析結果（重量％）

水分

12.37%

可燃分

75.55%

灰分

12.08%

24.11%65.27%10.62%

水分

14.78%

可燃分

39.17%

灰分

46.05%

50.19%37.69%12.12%

低位発熱量
22,090ｋJ／kg（5,277kcal／kg）

低位発熱量
19,500kJ／kg（4,658kcal／kg）

低位発熱量
10,880kJ／kg（2,599kcal／kg）

低位発熱量
11,220kJ／kg（2,680kcal／kg）

○破砕不燃物

○破砕可燃物

平成20年11月

平成20年12月
サンプリング

平成20年11月
サンプリング

平成20年12月

平成20年11月

平成20年12月
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大江破砕工場火災対策図④ 排煙設備 
資料―12 
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大江破砕工場火災事故に伴う不燃ごみ処理のあり方について 

 

報   告   書 

 

 

平成２１年８月 

 

大江破砕工場火災事故に伴う不燃ごみ処理のあり方検討委員会 

 

事 務 局  名古屋市環境局施設部工場課 

〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

電      話  052-972-2383 

ファックス  052-972-4131 

電子メール  a2381@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

  


